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(57)【要約】
【課題】シェーディング現象、太陽光モジュール間の誤
差などの現象によりＭＰＰＴ（Maximum Power Point Tr
acking）アルゴリズムの実行時に発生するノイズを最小
限に抑えるパワーオプティマイザを含む太陽光システム
を提供する。
【解決手段】本発明による太陽光システムは、太陽光モ
ジュール１００、パワーオプティマイザ２００及びイン
バータ３００を含む太陽光システム１０において、パワ
ーオプティマイザ２００は、太陽光モジュール１００か
ら出力される電力を受ける入力部２１０と、太陽光モジ
ュール１００から出力される電圧及び電流を検知する検
知部２３０と、前記検知された電流と以前に検知された
電流とを比較してパワーオプティマイザ２００の出力を
制御する制御部２４０とを含む。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　太陽光モジュール、パワーオプティマイザ及びインバータを含む太陽光システムにおい
て、
　前記パワーオプティマイザは、
　前記太陽光モジュールから出力される電力を受ける入力部と、
　前記太陽光モジュールから出力される電圧及び電流を検知する検知部と、
　前記検知された電流と以前に検知された電流とを比較して前記パワーオプティマイザの
出力を制御する制御部とを含むことを特徴とする太陽光システム。
【請求項２】
　前記パワーオプティマイザは、
　前記制御部によるＭＰＰＴアルゴリズム実行過程で入力電圧に対して出力電圧を所定の
基準電圧値だけ降圧又は昇圧するＤＣ－ＤＣコンバータと、
　前記制御部の制御により前記パワーオプティマイザの出力をバイパスするバイパス部と
、
　前記入力電圧に基づいて前記検知部、前記制御部、前記ＤＣ－ＤＣコンバータ、前記バ
イパス部に電源を供給する電源供給部とをさらに含むことを特徴とする請求項１に記載の
太陽光システム。
【請求項３】
　前記制御部は、前記検知された電流と前記以前に検知された電流との差が所定の基準値
を超えれば、前記ＭＰＰＴアルゴリズムの実行を中断すると共に、前記バイパス部を動作
させることで前記太陽光モジュールが複数直列接続されて形成された１つのストリングに
おいて前記パワーオプティマイザの出力をバイパスすることを特徴とする請求項２に記載
の太陽光システム。
【請求項４】
　前記制御部は、前記検知された電流と前記以前に検知された電流との差が所定の基準値
を超えなければ、前記ＤＣ－ＤＣコンバータとの相互動作により、前記検知された電圧及
び電流に基づいて前記ＭＰＰＴアルゴリズムを実行して最大電力動作点を探索し、前記探
索した最大電力動作点に対応する最大動作電力及び電流によって前記パワーオプティマイ
ザの出力電圧を決定することを特徴とする請求項２又は３に記載の太陽光システム。
【請求項５】
　前記制御部は、前記検知された電流と前記以前に検知された電流との差が所定の基準値
を超えなければ、前記検知された電圧及び電流に基づいて前記ＭＰＰＴアルゴリズムを実
行して最大電力動作点を追従し、前記入力部で受けた電力と同じ電力を前記パワーオプテ
ィマイザの出力電圧として決定して出力することを特徴とする請求項２～４のいずれか一
項に記載の太陽光システム。
【請求項６】
　前記バイパス部は、バイパスダイオードを含むことを特徴とする請求項２～５のいずれ
か一項に記載の太陽光システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、太陽光システムに関し、特に、シェーディング現象、太陽光モジュール間の
誤差などの現象によりＭＰＰＴ（Maximum Power Point Tracking）アルゴリズムの実行時
に発生するノイズを最小限に抑えるパワーオプティマイザを含む太陽光システムに関する
。
【背景技術】
【０００２】
　一般に、太陽光システムは、直列接続された複数の太陽光モジュールと、前記直列接続
された複数の太陽光モジュールから出力されるＤＣ電力をＡＣに変換して出力するインバ
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ータとから構成される。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　このような太陽光システムにおいては、１つの太陽光モジュールの出力電力が急激に減
少した場合、前記直列接続された複数の太陽光モジュールの電力をＭＰＰＴ制御する過程
でノイズが発生し、前記太陽光モジュールの後段に位置する前記インバータに損傷を与え
る。
【０００４】
　本発明の目的は、直列接続された複数の太陽光モジュールの少なくとも１つのモジュー
ルの日射量が大きく変化した場合、すなわち、風、雨、大気中の粉塵や、シェーディング
現象などにより少なくとも１つの太陽光モジュールの出力電流が急激に低下した場合、当
該太陽光モジュールの以前の出力電流と現在の出力電流とを比較し、所定の基準値より大
きく変化すると、当該太陽光モジュールをバイパスする、太陽光システムを提供すること
にある。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　上記目的を達成するために、本発明の実施形態による太陽光システムは、太陽光モジュ
ール、パワーオプティマイザ及びインバータを含む太陽光システムにおいて、前記パワー
オプティマイザは、前記太陽光モジュールから出力される電力を受ける入力部と、前記太
陽光モジュールから出力される電圧及び電流を検知する検知部と、前記検知された電流と
以前に検知された電流とを比較して前記パワーオプティマイザの出力を制御する制御部と
を含む。
【０００６】
　本発明の一態様において、前記パワーオプティマイザは、前記制御部によるＭＰＰＴア
ルゴリズム実行過程で入力電圧に対して出力電圧を所定の基準電圧値だけ降圧又は昇圧す
るＤＣ－ＤＣコンバータと、前記制御部の制御により前記パワーオプティマイザの出力を
バイパスするバイパス部と、前記入力電圧に基づいて前記検知部、前記制御部、前記ＤＣ
－ＤＣコンバータ、前記バイパス部に電源を供給する電源供給部とをさらに含んでもよい
。
【０００７】
　本発明の一態様において、前記制御部は、前記検知された電流と前記以前に検知された
電流との差が所定の基準値を超えれば、前記ＭＰＰＴアルゴリズムの実行を中断すると共
に、前記バイパス部を動作させることで前記太陽光モジュールが複数直列接続されて形成
された１つのストリングにおいて前記パワーオプティマイザの出力をバイパスするように
してもよい。
【０００８】
　本発明の一態様において、前記制御部は、前記検知された電流と前記以前に検知された
電流との差が所定の基準値を超えなければ、前記ＤＣ－ＤＣコンバータとの相互動作によ
り、前記検知された電圧及び電流に基づいて前記ＭＰＰＴアルゴリズムを実行して最大電
力動作点を探索し、前記探索した最大電力動作点に対応する最大動作電力及び電流によっ
て前記パワーオプティマイザの出力電圧を決定するようにしてもよい。
【０００９】
　本発明の一態様において、前記制御部は、前記検知された電流と前記以前に検知された
電流との差が所定の基準値を超えなければ、前記検知された電圧及び電流に基づいて前記
ＭＰＰＴアルゴリズムを実行して最大電力動作点を追従し、前記入力部で受けた電力と同
じ電力を前記パワーオプティマイザの出力電圧として決定して出力するようにしてもよい
。
【００１０】
　本発明の一態様において、前記バイパス部は、バイパスダイオードを含んでもよい。
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【００１１】
　本発明の実施形態による太陽光システムは、複数に形成されて１つのストリングを構成
し、生産された電力を出力する太陽光モジュールと、それぞれの前記太陽光モジュールに
直列接続され、前記太陽光モジュールから出力される電圧及び電流を検知し、前記検知さ
れた電流と以前に検知された電流とを比較して出力電圧を制御するパワーオプティマイザ
と、前記パワーオプティマイザから出力されるＤＣの出力電圧をＡＣに変換するインバー
タとを含む。
【００１２】
　本発明の一態様において、前記パワーオプティマイザは、前記検知された電流と前記以
前に検知された電流との差が所定の基準値を超えれば、ＭＰＰＴアルゴリズムの実行を中
断すると共に、前記パワーオプティマイザに含まれるバイパス部を動作させることで前記
ストリングにおいて前記パワーオプティマイザの出力をバイパスするようにしてもよい。
【００１３】
　本発明の一態様において、前記パワーオプティマイザは、前記検知された電流と前記以
前に検知された電流との差が所定の基準値を超えなければ、前記検知された電圧及び電流
に基づいて前記ＭＰＰＴアルゴリズムを実行して最大電力動作点を探索し、前記探索した
最大電力動作点に対応する最大動作電力及び電流によって前記パワーオプティマイザの出
力電圧を決定して前記インバータに出力するようにしてもよい。
【発明の効果】
【００１４】
　本発明の実施形態による太陽光システムは、直列接続された複数の太陽光モジュールの
少なくとも１つのモジュールの日射量が大きく変化した場合、すなわち、風、雨、大気中
の粉塵や、シェーディング現象などにより少なくとも１つの太陽光モジュールの出力電流
が急激に低下した場合、当該太陽光モジュールの以前の出力電流と現在の出力電流とを比
較し、所定の基準値より大きく変化すると、当該太陽光モジュールをバイパスすることに
より、ＭＰＰＴアルゴリズムの実行時に発生するノイズを最小限に抑えることができる。
【図面の簡単な説明】
【００１５】
【図１】本発明の実施形態による太陽光システムの構成を示すブロック図である。
【図２】本発明の実施形態によるパワーオプティマイザの構成を示すブロック図である。
【図３】本発明の一実施形態によるＭＰＰＴ（もしくは、Ｐ＆Ｏ ＭＰＰＴ（Perturbatio
n and Observation Maximum Power Point Tracking））アルゴリズム実行過程を示すフロ
ーチャートである。
【図４】本発明の一実施形態によるパワーオプティマイザの動作を説明するための図であ
る。
【図５】本発明の一実施形態による太陽光システムの制御方法を示すフローチャートであ
る。
【発明を実施するための形態】
【００１６】
　以下、添付図面を参照して本発明による実施形態を詳細に説明するが、図面番号に関係
なく同一又は対応する構成要素には同一の符号を付して重複する説明は省略する。
【００１７】
　図１は本発明の実施形態による太陽光システムの構成を示すブロック図である。
【００１８】
　図１に示すように、本発明の実施形態による太陽光システム１０は、太陽光モジュール
１００、パワーオプティマイザ２００及びインバータ３００を含む。図１に示す太陽光シ
ステム１０の全ての構成要素が必須構成要素であるわけではなく、本発明による太陽光シ
ステムは、図示の構成要素よりも多い構成要素で実現してもよく、それより少ない構成要
素で実現してもよい。
【００１９】
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　太陽光モジュール１００は、複数に形成されるが、複数の太陽光モジュール１００が直
列接続されて１つのストリングを構成する。
【００２０】
　また、太陽光モジュール１００は、太陽光に基づいて電気を生産し、太陽光モジュール
１００に接続されたパワーオプティマイザ２００に伝達（もしくは、出力）する。
【００２１】
　さらに、太陽光モジュール１００は、アモルファスシリコン、非結晶シリコン、結晶シ
リコン、単結晶シリコンなどの半導体や、化合物半導体などを含む太陽電池で構成される
。
【００２２】
　パワーオプティマイザ２００は、図２に示すように、入力部２１０、電源供給部２２０
、検知部２３０、制御部２４０、ＤＣ－ＤＣコンバータ２５０、バイパス部２６０及び出
力部２７０から構成される。図２に示すパワーオプティマイザ２００の全ての構成要素が
必須構成要素であるわけではなく、本発明のパワーオプティマイザは、図示の構成要素よ
りも多い構成要素で実現してもよく、それより少ない構成要素で実現してもよい。
【００２３】
　入力部２１０には、太陽光モジュール１００から出力される電力（もしくは、電圧／電
流）が入力される。
【００２４】
　また、入力部２１０は、前記入力される電力に含まれるノイズを除去するための素子（
図示せず）を含む。
【００２５】
　電源供給部２２０は、入力部２１０から印加された電圧をパワーオプティマイザ２００
に含まれる構成要素に適した電圧に変換し、その変換した電圧をパワーオプティマイザ２
００に含まれる構成要素に印加する。
【００２６】
　また、電源供給部２２０は、バックコンバータや複数の半導体素子などから構成される
。
【００２７】
　検知部（もしくは、測定部）２３０は、制御部２４０の制御により動作し、太陽光モジ
ュール１００から伝達（もしくは、入力）される電圧及び電流を検知（もしくは、測定）
する。
【００２８】
　制御部２４０は、パワーオプティマイザ２００の全般的な制御機能を有する。
【００２９】
　また、制御部２４０は、前記検知された電流と以前に検知された電流との差が所定の基
準値を超えるか否かを確認（もしくは、判断）する。
【００３０】
　すなわち、制御部２４０は、前記検知された電流と直前に検知された電流との差が所定
の基準値（例えば、５Ａ）より大きいか否かを確認する。
【００３１】
　さらに、制御部２４０は、前記確認の結果、前記検知された電流と前記以前に検知され
た電流との差が前記所定の基準値を超えれば、バイパス部２６０を動作させることにより
、前記１つのストリングを構成する複数の太陽光モジュール１００のうち、パワーオプテ
ィマイザ２００に接続された該当太陽光モジュール１００の出力電力（もしくは、電圧／
電流）、又は該当太陽光モジュール１００に接続もしくは連動されたパワーオプティマイ
ザ２００の出力電力をバイパスする。
【００３２】
　すなわち、制御部２４０は、前記確認の結果、前記検知された電流と前記直前に検知さ
れた電流との差が前記所定の基準値（例えば、５Ａ）より大きければ、風、雨、大気中の
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粉塵や、シェーディング現象などにより該当太陽光モジュール１００の出力電流が急激に
低下したものと判断し、前記直列接続された複数の太陽光モジュール１００の出力から該
当太陽光モジュール１００の出力を除くために、該当太陽光モジュール１００と連動する
パワーオプティマイザ２００のバイパス部２６０を動作させることにより、パワーオプテ
ィマイザ２００の出力（もしくは、出力電力／電圧／電流）をバイパスする。
【００３３】
　さらに、制御部２４０は、前記確認の結果、前記検知された電流と前記以前に検知され
た電流との差が前記所定の基準値を超えなければ、前記検知された電圧及び電流に基づい
て、前記検知された電圧（又は、太陽光モジュール１００の出力電圧）を周期的に増加又
は減少させ、以前の出力電力と現在の出力電力との比較によるＭＰＰＴ（もしくは、Ｐ＆
Ｏ ＭＰＰＴ）アルゴリズムを実行し、最大電力動作点を探索する。
【００３４】
　以下、制御部２４０のＭＰＰＴ（もしくは、Ｐ＆Ｏ ＭＰＰＴ）アルゴリズム実行過程
を、図３を参照して説明する。
【００３５】
　制御部２４０は、現在検知された電流と以前に検知された電流との差が所定の基準値（
例えば、５Ａ）を超えなければ、現在検知された電圧及び電流に基づいて電力を算出する
（Ｓ３１０）。
【００３６】
　次に、制御部２４０は、次の測定時点（ｋ＋１）における電圧指令値を決定するために
、現在の電力（例えば、Ｐ（ｋ））と以前の電力（例えば、Ｐ（ｋ－１））とを比較し、
前記現在の電力（Ｐ（ｋ））が前記以前の電力（Ｐ（ｋ－１））に比べて増加したか減少
したかを判断する（Ｓ３２０）。
【００３７】
　また、制御部２４０は、現在の電圧（例えば、Ｖ（ｋ））と以前の電圧（例えば、Ｖ（
ｋ－１））とを比較し、前記現在の電圧（Ｖ（ｋ））が前記以前の電圧（Ｖ（ｋ－１））
に比べて増加したか減少したかを判断する（Ｓ３３０、Ｓ３４０）。
【００３８】
　次に、制御部２４０は、前記判断（Ｓ３２０、Ｓ３３０、Ｓ３４０）の結果、前記以前
の電力（Ｐ（ｋ－１））と前記以前の電圧（Ｖ（ｋ－１））に比べて、前記現在の電力（
Ｐ（ｋ））と前記現在の電圧（Ｖ（ｋ））のどちらも減少した場合は、太陽光モジュール
１００の電圧指令値（例えば、Ｖｒｅｆ）を所定の値（例えば、ΔＶ）だけ増加させ（Ｓ
３５０）、前記現在の電力が減少して前記現在の電圧が増加した場合は、太陽光モジュー
ル１００の電圧指令値を前記所定の値だけ減少させ（Ｓ３６０）、前記現在の電力が増加
して前記現在の電圧が減少した場合は、太陽光モジュール１００の電圧指令値を前記所定
の値だけ減少させ（Ｓ３７０）、前記現在の電力と前記現在の電圧のどちらも増加した場
合は、太陽光モジュール１００の電圧指令値を前記所定の値だけ増加させる（Ｓ３８０）
。
【００３９】
　ＤＣ－ＤＣコンバータ２５０は、入力電圧と出力電圧とを比較し、前記比較の結果に基
づいて降圧モード又は昇圧モードで動作し、太陽光モジュール１００の最大電力動作点（
もしくは、次の電圧指令値）を探索（もしくは、確認）する。
【００４０】
　また、制御部２４０は、前記現在の電力と前記以前の電力が同じ（電力の変化がない）
場合、太陽光モジュール１００の電圧指令値をそのまま用いる。
【００４１】
　次に、制御部２４０は、前記探索した最大電力動作点に対応する最大動作電力及び電流
によってパワーオプティマイザ２００の出力電圧を決定する。
【００４２】
　すなわち、制御部２４０は、図４に示すように、最初のグラフ（４１０）のような太陽
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光モジュール１００の出力電圧及び電流を検知した状態で、中央のグラフ（４２０）のよ
うに前記ＭＰＰＴアルゴリズムを実行して前記最大電力動作点を追従し、最後のグラフ（
４３０）のようにパワーオプティマイザ２００の入力電力と同じ（もしくは、同程度の）
出力電力及びストリング電流に基づいてパワーオプティマイザ２００の出力電圧（もしく
は、電圧指令値）を決定する。
【００４３】
　次に、制御部２４０は、前記決定されたパワーオプティマイザ２００の出力電圧を、出
力部２７０を介してインバータ３００に伝達（もしくは、出力）する。
【００４４】
　このように、制御部２４０は、太陽光モジュール１００に入力（もしくは、伝達）され
た電力の最大動作点（もしくは、最大電力点）を追従（もしくは、追跡）し、入力部２１
０に入力された電力と同じ電力を出力部２７０に出力する機能を有する。
【００４５】
　ＤＣ－ＤＣコンバータ２５０は、制御部２４０によるＭＰＰＴアルゴリズム実行過程で
、入力電圧に対して出力電圧が所定の電圧となるように（前記所定の基準値だけ）降圧又
は昇圧する。
【００４６】
　また、ＤＣ－ＤＣコンバータ２５０は、電圧の降圧又は昇圧機能を有するための半導体
素子及びコンデンサで構成される。
【００４７】
　バイパス部２６０は、制御部２４０の制御により動作する。
　また、バイパス部２６０は、バイパスダイオードなどを含む。
【００４８】
　例えば、１０個の太陽光モジュール１００が直列接続されて１つのストリングを構成す
る構造で、任意の１つの太陽光モジュール１００の日射量が大きく変化した場合、すなわ
ち、風、雨、大気中の粉塵や、シェーディング現象などが生じた場合、当該太陽光モジュ
ール１００から出力される電流及び電力が減少する。このような現象が生じた太陽光モジ
ュール１００とのＭＰＰＴ過程で、エラー、誤動作及び／又はノイズが発生し、負荷であ
るインバータ３００に損傷を与える。
【００４９】
　よって、バイパス部２６０は、制御部２４０の制御により、前記現在検知された電流と
前記直前に検知された電流との差が前記所定の基準値より大きければ、直列接続された残
りの９個の太陽光モジュール１００の動作に干渉しないようにし、前記ＭＰＰＴアルゴリ
ズムの実行を中断すると共に、パワーオプティマイザ２００を他のパワーオプティマイザ
２００と直列接続し、最大電力点の推定時に発生する出力部２７０のノイズを最小限に抑
えることができる。
【００５０】
　出力部２７０は、制御部２４０及びＤＣ－ＤＣコンバータ２５０により決定されたパワ
ーオプティマイザ２００の出力電圧（もしくは、電圧指令値）をインバータ３００に伝達
（もしくは、出力）する。
　また、出力部２７０は、入力部２１０と同じ素子で構成される。
【００５１】
　インバータ（もしくは、太陽光インバータ）３００は、パワーオプティマイザ２００か
らのＤＣ電圧をＡＣ電圧に変換し、その後負荷（図示せず）に印加する。
【００５２】
　このように、直列接続された複数の太陽光モジュールの少なくとも１つのモジュールの
日射量が大きく変化した場合、すなわち、風、雨、大気中の粉塵や、シェーディング現象
などにより少なくとも１つの太陽光モジュールの出力電流が急激に低下した場合、当該太
陽光モジュールの以前の出力電流と現在の出力電流とを比較し、所定の基準値より大きく
変化すると、当該太陽光モジュールをバイパスすることができる。
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【００５３】
　以下、図１～図５を参照して本発明による太陽光システムの制御方法を詳細に説明する
。
【００５４】
　図５は本発明の一実施形態による太陽光システムの制御方法を示すフローチャートであ
る。
【００５５】
　まず、直列接続された複数の太陽光モジュール１００のそれぞれは、発生（もしくは、
発電）した電力（もしくは、電圧／電流）を太陽光モジュール１００に接続されたパワー
オプティマイザ２００に伝達する（Ｓ５１０）。
【００５６】
　その後、パワーオプティマイザ２００は、太陽光モジュール１００から伝達される電圧
及び電流に基づいて動作し、前記電圧及び電流を検知（もしくは、測定）する（Ｓ５２０
）。
【００５７】
　次に、パワーオプティマイザ２００は、前記検知された電流と以前に検知された電流と
の差が所定の基準値を超えるか否かを確認（もしくは、判断）する。
【００５８】
　例えば、パワーオプティマイザ２００は、前記検知された電流と直前に検知された電流
との差が所定の基準値（例えば、５Ａ）より大きいか否かを確認する（Ｓ５３０）。
【００５９】
　次に、パワーオプティマイザ２００は、前記確認の結果、前記検知された電流と前記以
前に検知された電流との差が前記所定の基準値を超えれば、パワーオプティマイザ２００
に含まれるバイパス部２６０を動作させることにより、１つのストリングを構成する複数
の太陽光モジュール１００のうち、パワーオプティマイザ２００に接続された該当太陽光
モジュール１００の出力電力（もしくは、電圧／電流）、又は該当太陽光モジュール１０
０に接続もしくは連動されたパワーオプティマイザ２００の出力電力をバイパスする。
【００６０】
　例えば、パワーオプティマイザ２００は、前記検知された電流（例えば、２Ａ）と前記
直前に検知された電流（例えば、８Ａ）との差が前記所定の基準値（例えば、５Ａ）より
大きければ、風、雨、大気中の粉塵や、シェーディング現象などにより該当太陽光モジュ
ール１００の出力電流が急激に低下したものと判断し、前記直列接続された複数の太陽光
モジュール１００の出力から該当太陽光モジュール１００の出力を除くために、該当太陽
光モジュール１００と連動するパワーオプティマイザ２００のバイパス部２６０を動作さ
せることにより、パワーオプティマイザ２００の出力（もしくは、出力電力／電圧／電流
）をバイパスする（Ｓ５４０）。
【００６１】
　また、パワーオプティマイザ２００は、前記確認の結果、前記検知された電流と前記以
前に検知された電流との差が前記所定の基準値を超えなければ、前記検知された電流と電
圧に基づいて、前記検知された電圧（又は、太陽光モジュール１００の出力電圧）を周期
的に増加又は減少させ、以前の出力電力と現在の出力電力との比較によるＭＰＰＴ（もし
くは、Ｐ＆Ｏ ＭＰＰＴ）アルゴリズムを実行し、最大電力動作点を探索する（Ｓ５５０
）。
【００６２】
　次に、パワーオプティマイザ２００は、前記探索した最大電力動作点に対応する最大動
作電力及び電流によってパワーオプティマイザ２００の出力電圧を決定する。
【００６３】
　次に、パワーオプティマイザ２００は、前記決定されたパワーオプティマイザ２００の
出力電圧をインバータ３００に伝達する。
【００６４】



(9) JP 2015-18555 A 2015.1.29

10

20

　その後、インバータ３００は、パワーオプティマイザ２００からのＤＣ電圧をＡＣ電圧
に変換し、その後負荷（図示せず）に印加する（Ｓ５６０）。
【００６５】
　本発明の実施形態は、前述したように、直列接続された複数の太陽光モジュールの少な
くとも１つのモジュールの日射量が大きく変化した場合、すなわち、風、雨、大気中の粉
塵や、シェーディング現象などにより少なくとも１つの太陽光モジュールの出力電流が急
激に低下した場合、当該太陽光モジュールの以前の出力電流と現在の出力電流とを比較し
、所定の基準値より大きく変化すると、当該太陽光モジュールをバイパスすることにより
、ＭＰＰＴアルゴリズムの実行時に発生するノイズを最小限に抑えることができる。
【００６６】
　前述した実施形態は、本発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者であれ
ば、本発明の技術思想から逸脱しない限り様々な修正及び変形が可能であろう。つまり、
前述した実施形態は本発明の技術思想を説明するためのものにすぎず、前述した実施形態
により本発明の権利範囲が限定されるものではない。よって、本発明の権利範囲は添付の
特許請求の範囲により定められるべきであり、同等の範囲内にある全ての技術思想は本発
明の権利範囲に含まれるものと解釈されるべきである。
【符号の説明】
【００６７】
　１０　　太陽光システム
　１００　　太陽光モジュール
　２００　　パワーオプティマイザ
　２１０　　入力部
　２２０　　電源供給部
　２３０　　検知部
　２４０　　制御部
　２５０　　ＤＣ－ＤＣコンバータ
　２６０　　バイパス部
　２７０　　出力部
　３００　　インバータ
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